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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決                

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２５年１１月１５日（金） １６時０７分ごろ 

発生場所 長崎県五島市福江港 

福江港２号防波堤灯台から真方位２２０°４５０ｍ付近   

（概位 北緯３２°４１.８′ 東経１２８°５１.１′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 おうしま、４２トン 

 １３４５７７、有限会社黄島海運 

 ２１.２０ｍ×４.８０ｍ×２.００ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関２基、８８２kＷ（合計）、平成８年３月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

 免 許 年 月 日 昭和６２年２月１９日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２４年３月６日 

  免状有効期間満了日 平成２９年３月５日 

一等航海士 男性  ６４歳 

五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成３年７月４日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２２年９月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２８年７月３日 

 死傷者等 重傷 １人（一等航海士）        

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、風速約５～６

m/s の北寄りの風が吹く状況下、一等航海士が船首で、機関長及び一

等機関士が船尾でそれぞれ入港配置に就き、福江港の１号桟橋（以下

「本件桟橋」という。）に出船左舷着けの着桟作業中であった。 

本船は、本件桟橋が北北西方に向いて設置されており、右回頭後、

船首右舷方から風を受ける態勢で本件桟橋に接近した。 

一等航海士は、接近する速さがふだんより過大だと感じ、とっさに

船首左舷ブルワーク（以下「本件ブルワーク」という。）に上がって
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船首パルピット（ブルワークの上に設置された手すり）の下端にロー

プの端を固縛して舷側に下げてあった防舷物を前かがみになって持

ち、船首左舷と本件桟橋の接触が予想される位置までわずかに移動さ

せた。 

一等航海士は、ロープを握った左手が本件ブルワークの上端の舷側

付近にあり、左舷船首と本件桟橋が接触した際、ロープが緊張し、平

成２５年１１月１５日１６時０７分ごろ左手の指がロープと本件ブル

ワークとの間に挟まれた。 

一等航海士は、救急車で病院へ搬送され、左手指の圧挫傷で薬指が

全治約２か月と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

一等航海士は、機関部の乗組員に対して安全な甲板作業を行うため

の指導をしていた。 

船長は、本船が軽合金製であり、風の影響を受けて圧流されやすい

と思っていた。 

船長は、毎月１日及び１５日に船内のミーティングを開き、安全に

ついて、意識の高揚を図るようにしていた。 

防舷物は、全長約２.４ｍ、持ち手部分のロープの直径約１４mm、

長さ約１.１ｍであり、発泡スチロール製の浮き２１個を３列にして

使用されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、福江港の本件桟橋に出船左舷着けの着桟作業中、一等航海

士が船首パルピットの下端にロープの端を固縛して舷側に下げてあっ

た防舷物を持ち、移動させていたところ、左舷船首と本件桟橋が接触

した際、左手の指が緊張したロープと本件ブルワークとの間に挟まれ

たことから、負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、福江港の本件桟橋に出船左舷着けの着桟作業

中、一等航海士が船首パルピットの下端にロープの端を固縛して舷側

に下げてあった防舷物を持ち、移動させていたところ、左舷船首と本

件桟橋が接触した際、左手の指が緊張したロープと本件ブルワークと

の間に挟まれたため、発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・移動しながら使用する防舷物は、船体に固縛されてないものを用

意すること。 

  


